
排水こう清掃　作業手順 ・排水溝に堆積した土砂等人力にて除去する作業

重篤度
可能性の
度合

リスク評
価 優先度

・作業打合わせ(KY活動) ・安全品質作業指示書による
・作業位置の確認・交通規制の確認 ・本線作業の有無確認
・作業人員の確認 ・作業分担・配置の確認
・使用機械・工具の点検
・保護具の確認 ・メガネ、マスク等

・排水溝の周りの草等刈り取る ・刈り手はチップソー使用時、保護メガネ、面、脛当て等の保護具を着用。 ・針金等が自分に飛んでケガを 4 5 9 Ⅴ ・施工前に現地を点検する
　トリマー式の場合は保護メガネ等の保護具の着用。 する。
・危険物は前もって除去する ・石やチップの飛散によりケガを 3 5 8 Ⅳ ・防塵メガネ、保護マスクの着用

　する。
・刈払機を使用する場合、第三者被害を及ぼす可能性がある箇所
　では飛散防止ネットを設置し、飛散防止対策を徹底する。
・上記の安全対策の実施が困難な箇所はトリマー式草刈機
　を使用する。 ・草刈り機で寄せ手にケガをさ 5 1 6 Ⅲ ・刈り手、寄せ手の教育

≪コンクリ－ト吹きつけ部の安全対策≫ ・刈手と寄せ手の作業間隔を5ｍ以上空ける せる。 ・互いに声を掛け合う
・親綱、アンカ－を設置する ・足元が滑って転落する。 1 5 6 Ⅲ ・安全帯の使用

・設置済みの箇所は安全帯を親綱に装着し作業を行う

・スコップ等で土砂を除去しダンプ等に積込む ・ダンプは安全な場所に駐車する ・一般車に追突されケガをする 3 1 4 Ⅱ ・保安員を配置する
・ホコリがたつのでマスク使用
・現場処理の場合は安定したところに置く

・終了後ほうき等で清掃する ・排水溝内およびその周りも行う

・土砂は多治見IC仮置き場へ運搬する ・分別し仮置きする
・積荷飛散防止(シート等使用)

・終礼の実施

注意事項 ・積荷の積載量注意
《本線作業》
・路肩規制なのでヤードが狭い、保安員の適切な配置
・規制外での作業禁止
・規制内での作業開始前「避難場所を定めて、避難訓練を実施する」
《本線外》
・民地の立ち入りは、出来るだけさける。やむえない場合は許可を得る
・民地の山菜等採取禁止

《備考》
ヘッジトリマーと回転式トリマーを総称してトリマー式草刈機とする。

作業開始
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